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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパアームを往復回動させるべく駆動されるワイパモータと、
　ウォッシャ液の噴射を指示するウォッシャスイッチと、
　前記ウォッシャ液を噴射させるべく駆動されるウォッシャポンプと、
　環境温度を検出する温度検出手段の検出結果に基づいて、環境温度に対応して予め定め
られている前記ウォッシャ液の噴射量を決定する決定手段と、
　前記ウォッシャスイッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示された場合に、前記決
定手段によって決定された前記噴射量のウォッシャ液を噴射すべく前記ウォッシャポンプ
の駆動を制御すると共に、前記ワイパアームの往復回動を開始すべく前記ワイパモータの
駆動を制御する制御手段と、
　を備えたワイパ・ウォッシャ制御装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記ウォッシャ液の噴射時間、又は単位時間あたりのウォッシャ液の
噴射量を前記噴射量として決定する請求項１に記載のワイパ・ウォッシャ制御装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、更に環境湿度を検出する湿度検出手段の検出結果に基づいて、環境温
度及び環境湿度に対応して予め定められている前記ウォッシャ液の噴射量を決定する請求
項１又は請求項２に記載のワイパ・ウォッシャ制御装置。
【請求項４】
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　前記制御手段は、前記ウォッシャスイッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示され
た場合に、前記決定手段によって決定された前記噴射量のウォッシャ液の噴射終了直後ま
たは噴射終了から予め定めた一定時間経過後に、前記ワイパアームの回動を開始するよう
に前記ワイパモータの駆動を制御する請求項１～３の何れか１項に記載のワイパ・ウォッ
シャ制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記ウォッシャスイッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示され
た場合に、前記決定手段によって決定された前記噴射量のウォッシャ液の噴射を開始する
ように前記ウォッシャポンプの駆動を制御し、前記ウォッシャ液の噴射を開始してから予
め定めた一定時間経過後に、前記ワイパアームの回動を開始するように前記ワイパモータ
の駆動を制御する請求項１～３の何れか１項に記載のワイパ・ウォッシャ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウォッシャ液の噴射とワイパブレードの作動を連動して行うワイパ・ウォッ
シャ制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウォッシャスイッチがオン操作されたときに、その操作に連動してワイパを駆動するワ
イパ・ウォッシャ制御装置が一般的に知られている。
【０００３】
　この種の装置においては、ウォッシャスイッチのオン操作後に、所定の遅延時間が経過
してからワイパを駆動するようになっている。すなわち、ウインドシールドガラスにウォ
ッシャ液を噴射してからワイパによる払拭を行うことにより、ワイパの払拭をスムーズに
行うことができる。
【０００４】
　しかしながら、ウォッシャスイッチのオン操作が行われてからの遅延時間が一定である
と、高速走行時においても低速走行時と同じ時間だけウォッシャ液の着水による視界の妨
げが生じてしまうといった問題がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１に記載の技術では、車速に応じて遅延時間を変更するようにしてい
る。具体的には、車速が速くなるのに応じて遅延時間を短縮してワイパを駆動しているの
で、高速走行時には、視界確保を優先的に行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－３１９２１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、ウォッシャ液は、環境温度が低くなると粘度が増加し、噴射する液量が低下
する。また、湿度が低い場合は摩擦が大きく払拭がスムーズでないため、湿度が高い場合
よりも多くの液量が必要とされる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、このような環境温度等については考慮さ
れておらず、改善の余地がある。
【０００９】
　また、一般的に、ウォッシャ液の液量は、環境温度や環境湿度の最悪条件を想定した液
量で設定されるため、条件のよい環境では液量が過剰となり、車両に搭載された限られた
ウォッシャ液を無駄に消費してしまうため、改善の余地があった。
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【００１０】
　本発明は、上記事実を考慮し、環境に応じた最適な噴射量のウォッシャ液によるワイパ
の払拭が可能なワイパ・ウォッシャ制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のワイパ・ウォッシャ制御装置は、ワイパアームを往復回動させるべく駆動され
るワイパモータと、ウォッシャ液の噴射を指示するウォッシャスイッチと、ウォッシャ液
を噴射させるべく駆動されるウォッシャポンプと、環境温度を検出する温度検出手段の検
出結果に基づいて、環境温度に対応して予め定められている前記ウォッシャ液の噴射量を
決定する決定手段と、前記ウォッシャスイッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示さ
れた場合に、前記決定手段によって決定された前記噴射量のウォッシャ液を噴射すべく前
記ウォッシャポンプの駆動を制御すると共に、前記ワイパアームの往復回動を開始すべく
前記ワイパモータの駆動を制御する制御手段と、を備えている。
【００１２】
　上記構成のワイパ・ウォッシャ制御装置によれば、ワイパモータが駆動されることによ
ってワイパアームが往復回動される。
【００１３】
　また、ウォッシャスイッチによってウォッシャ液の噴射の指示が行われ、ウォッシャポ
ンプが駆動されることによってウォッシャ液が噴射される。
【００１４】
　ところで、ウォッシャ液は環境温度、特に低温時には粘度が異なるので、ウォッシャポ
ンプによって噴射されるウォッシャ液の液量も変化する。
【００１５】
　そこで、決定手段では、環境温度検出手段の検出結果に基づいて、環境温度に対応して
予め定められているウォッシャ液の噴射量が決定される。そして、制御手段では、ウォッ
シャスイッチによってウォッシャ液の噴射が指示された場合に、決定手段によって決定さ
れた噴射量のウォッシャ液を噴射するようにウォッシャポンプの駆動が制御されると共に
、ワイパアームの往復回動を開始するように、ワイパモータの駆動が制御される。
【００１６】
　すなわち、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液を噴射してワイパを作動させるので
、環境に応じた最適な噴射量のウォッシャ液によるワイパのスムーズな払拭が可能となる
。
【００１７】
　また、本発明のワイパ・ウォッシャ制御装置は、前記決定手段は、前記ウォッシャ液の
噴射時間、又は単位時間あたりのウォッシャ液の噴射量を前記噴射量として決定する。
【００１８】
　上記構成のワイパ・ウォッシャ制御装置によれば、ウォッシャ液の噴射時間、又は単位
時間あたりのウォッシャ液の噴射量によって噴射量を最適に変更することが可能となる。
【００１９】
　また、本発明のワイパ・ウォッシャ制御装置は、前記決定手段は、更に環境湿度を検出
する湿度検出手段の検出結果に基づいて、環境温度及び環境湿度に対応して予め定められ
ているウォッシャ液の噴射量を決定する。
【００２０】
　上記構成のワイパ・ウォッシャ制御装置によれば、環境温度に加えて環境湿度をも考慮
してウォッシャ液の噴射量を最適に変更することが可能となる。
【００２１】
　また、本発明のワイパ・ウォッシャ制御装置は、前記制御手段は、前記ウォッシャスイ
ッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示された場合に、前記決定手段によって決定さ
れた前記噴射量のウォッシャ液の噴射終了直後または噴射終了から予め定めた一定時間経
過後に、ワイパアームの回動を開始するように前記ワイパモータの駆動を制御する。
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【００２２】
　上記構成のワイパ・ウォッシャ制御装置によれば、環境に応じた最適な噴射量のウォッ
シャ液を噴射してからワイパによる払拭が可能となる。
【００２３】
　また、本発明のワイパ・ウォッシャ制御装置は、前記制御手段は、前記ウォッシャスイ
ッチによって前記ウォッシャ液の噴射が指示された場合に、前記決定手段によって決定さ
れた前記噴射量のウォッシャ液の噴射を開始するように前記ウォッシャポンプの駆動を制
御し、前記ウォッシャ液の噴射を開始してから予め定めた一定時間経過後に、前記ワイパ
アームの回動を開始するように前記ワイパモータの駆動を制御する。
【００２４】
　上記構成のワイパ・ウォッシャ制御装置によれば、環境に応じた最適な噴射量のウォッ
シャ液によるワイパの払拭が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置のウォッシャ液の噴射量（噴射時
間を変化させる場合）の一例を説明する説明図であり、（Ａ）は低温時のウォッシャ液の
噴射量を示し、（Ｂ）は常温時のウォッシャ液の噴射量を示し、（Ｃ）は高温時のウォッ
シャ液の噴射量を示し、（Ｄ）は、従来のウォッシャ液の噴射量の一例を示す。
【図３】本実施形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置におけるフローチャートである。
【図４】本実施形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置のウォッシャ液の噴射量（噴射圧
を変化させる場合）の変形例を説明する説明図であり、（Ａ）は低温時のウォッシャ液の
噴射量を示し、（Ｂ）は常温時のウォッシャ液の噴射量を示し、（Ｃ）は高温時のウォッ
シャ液の噴射量を示す。
【図５】本実施形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置のウォッシャ液の噴射とワイパの
作動開始タイミングを説明する説明図であり、（Ａ）は低温時のウォッシャ液の噴射量（
噴射時間を変化させる場合）を噴射し終わる前にワイパを作動させる例及び噴射終了後に
一定時間経過してワイパを作動させる例を示し、（Ｂ）は常温時のウォッシャ液の噴射量
（噴射時間を変化させる場合）を噴射し終わる前にワイパを作動させる例及び噴射終了後
に一定時間経過してワイパを作動させる例を示し、（Ｃ）は高温時のウォッシャ液の噴射
量（噴射時間を変化させる場合）を噴射し終わる前にワイパを作動させる例及び噴射終了
後に一定時間経過してワイパを作動させる例を示す。
【図６】ワイパ・ウォッシャ制御装置の制御対象となるワイパ装置の変形例の概略構成を
示す平面図である。
【図７】図６に示す変形例における説明図であり、（Ａ）は変形例のウォッシャ液の噴射
とワイパアームの回動開始を示す説明図であり、（Ｂ）はウォッシャ液を噴射してからワ
イパアームの回動を開始するまでの温度毎の遅延時間を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。図１は、本発明の
実施の形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置の構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図１に示すように、ワイパ・ウォッシャ制御装置１０は、ワイパアームを往復回動させ
るワイパモータ１２、車両のエンジンフード等に設けられたノズルからウォッシャ液を噴
射させためにウォッシャ液を圧送するウォッシャポンプ１４、及びコントローラ１６を備
えている。
【００２８】
　ワイパモータ１２及びウォッシャポンプ１４は、それぞれコントローラ１６に接続され
ており、コントローラ１６によって各々の駆動が制御される。
【００２９】
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　また、コントローラ１６には、車両側に設けられたウォッシャスイッチ１８、温度セン
サ２０、及び湿度センサ２２が更に接続されている。
【００３０】
　ウォッシャスイッチ１８は、ウォッシャ液を噴射させるための指示を行うスイッチであ
り、乗員によってウォッシャスイッチ１８が操作された場合に操作結果がコントローラ１
６に入力される。
【００３１】
　温度センサ２０は、環境温度としての外気温、より詳細には洗浄対象である車両のフロ
ントガラスの近傍の外気温を検出して、検出結果がコントローラ１６に入力可能とされて
いる。また、湿度センサ２２は、環境湿度、より詳細には洗浄対象である車両のフロント
ガラスの近傍の雰囲気湿度を検出して、検出結果がコントローラ１６に入力可能とされて
いる。なお、温度センサ２０や湿度センサ２２は、車両用空調装置で使用するものや、エ
ンジン制御等で使用するものを適用することもできる。また、本実施の形態では、湿度セ
ンサ２２の検出結果もコントローラ１６に入力可能な構成とするが、湿度センサ２２は省
略するようにしてもよい。
【００３２】
　本実施の形態では、ウォッシャスイッチ１８が乗員によって操作されてウォッシャ液の
噴射が指示された場合、ウォッシャスイッチ１８の操作結果がコントローラ１６に入力さ
れる。ウォッシャスイッチ１８の操作結果がコントローラ１６に入力されると、コントロ
ーラ１６では、ウォッシャスイッチ１８の操作結果に基づいて、ウォッシャポンプ１４を
直ちに駆動してウォッシャ液を所定量噴射させ、ワイパモータ１２の駆動を開始する。
【００３３】
　このとき、本実施の形態では、環境温度によってウォッシャ液の粘度が変化することか
ら、環境温度に応じたウォッシャ液の噴射量を予め定めて、環境に応じた液量を噴射する
ようにコントローラ１６がウォッシャポンプ１４の駆動を制御するようになっている。
【００３４】
　具体的には、環境温度が低いほどウォッシャ液の粘度が高くなり、環境温度が高くなる
とウォッシャ液の粘度が下がる。そのため、環境温度によってウォッシャポンプ１４を同
じ時間作動させても噴射量は異なってしまう。そこで、本実施の形態では、予め定めた低
温、常温、及び高温（高湿）のそれぞれにおいて、ウォッシャ液の噴射量を予め定めてコ
ントローラ１６に記憶させておく。そして、温度センサ２０が検出した環境温度に基づい
て、コントローラ１６がウォッシャ液の噴射量を決定して、決定した噴射量のウォッシャ
液を噴射すべくウォッシャポンプ１４の駆動を制御する。これにより、環境温度に応じた
噴射量のウォッシャ液を噴射することができる。
【００３５】
　噴射量の制御は、例えば、図２（Ａ）～（Ｃ）に示すように、一定の噴射圧で、温度毎
に噴射時間を変えることにより、温度毎の噴射量のウォッシャ液を噴射することができる
。
【００３６】
　従来では、図２（Ｄ）に示すように、低温時のウォッシャ液の粘度が高いため低温時を
最悪条件として定めた一定の噴射圧及び噴射時間でウォッシャ液を噴射するのが一般的で
あったが、環境温度毎に噴射量を変更することにより、環境に応じた最適な液量を噴射し
てからワイパによる払拭を行うことでスムーズな払拭が可能となると共に、ウォッシャ液
の粘度が低い常温または高温環境下ではウォッシャ液を節約することが可能となる。なお
、本実施の形態では、低温時が最悪条件となるため、低温時の噴射量（図２（Ａ）のハッ
チング部の面積）と図２（Ｄ）の噴射量（図２（Ｄ）のハッチング部の面積）が同じ噴射
量となっている。
【００３７】
　そして、本実施の形態では、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液を噴射してからコ
ントローラ１６がワイパモータの駆動を制御して、ワイパアームの往復回動を開始するよ
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うになっている。これにより、適量のウォッシャ液によるウインドシールドガラスのスム
ーズな払拭が可能となる。
【００３８】
　次に、上述のように構成された本発明の実施の形態に係るワイパ・ウォッシャ制御装置
１０で行われる具体的な処理の流れについて説明する。図３は、本発明の実施の形態に係
るワイパ・ウォッシャ制御装置１０において、ウォッシャスイッチ１８を操作することに
よってウォッシャ液を噴射する際に行われる処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。なお、図３の処理は、図示しないイグニッションスイッチがオンされた場合にスター
トするものとして説明する。
【００３９】
　図示しないイグニッションスイッチ（ＩＧ）がオンされるとステップ１００では、各セ
ンサの検出結果がコントローラ１６によって取得されてステップ１０２へ移行する。すな
わち、コントローラ１６は、温度センサ２０及び湿度センサ２２から各々の検出結果を取
得する。
【００４０】
　ステップ１０２では、センサ検出結果に対応するウォッシャ液の噴射量がコントローラ
１６によって設定されてステップ１０４へ移行する。具体的には、温度センサ２０の検出
結果に対応する予め定められた噴射量をコントローラ１６が設定し、ウォッシャスイッチ
１８が操作されたときに設定された噴射量のウォッシャ液を噴射可能とする。
【００４１】
　ステップ１０４では、ウォッシャスイッチ１８がオンされたか否かコントローラ１６に
よって判定され、該判定が否定された場合にはステップ１００に戻って上述の処理が繰り
返され、判定が肯定された場合にはステップ１０６へ移行する。
【００４２】
　ステップ１０６では、ステップ１０２で設定された噴射量のウォッシャ液がコントロー
ラ１６の制御によって噴射されてステップ１０８へ移行する。すなわち、コントローラ１
６が、設定された噴射量に対応する噴射時間だけウォッシャポンプ１４を駆動するように
制御する。
【００４３】
　ステップ１０８では、コントローラ１６によってワイパが作動されてステップ１１０へ
移行する。すなわち、コントローラ１６がワイパモータ１２を駆動することによってワイ
パアームを回動させる。例えば、コントローラ１６は、ワイパアームが所定回数、往復回
動するようにワイパモータを駆動する。
【００４４】
　ステップ１１０では、イグニッションスイッチ（ＩＧ）がオフされたか否か判定され、
該判定が否定された場合にはステップ１００に戻って上述の処理が繰り返され、判定が否
定された場合には一連の処理を終了する。
【００４５】
　なお、本実施の形態では、ウォッシャ液の噴射圧を一定として噴射時間を環境温度に応
じて変更することにより、ウォッシャ液の噴射量を環境温度に応じて変更するようにした
が、これに限るものではなく、例えば、図４（Ａ）～（Ｃ）に示すように、ウォッシャ液
の噴射時間を一定として噴射圧を環境温度に応じて変更することにより、ウォッシャ液の
噴射量を環境温度に応じて変更するようにしてもよい。ここで、噴射圧の変更は、単位時
間あたりの噴射量を変更することで変更可能であり、例えば、ウォッシャポンプ１４のモ
ータの回転速度を変更することで単位時間あたりの噴射量を変更することができる。
【００４６】
　また、本実施の形態では、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液を噴射してからワイ
パモータ１４の駆動を開始するようにしたが、これに限るものではなく、例えば、ウォッ
シャ液の噴射を停止する前にワイパの作動を開始するようにしてもよい。一例としては、
図５（Ａ）～（Ｃ）の点線で示すように、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液の噴射
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を開始してから予め定められた一定時間Ｔａが経過した後に、環境温度に応じた噴射量の
ウォッシャ液の噴射が終了する前にワイパの作動を開始するようにしてもよい。或いは、
図５（Ａ）～（Ｃ）の一点鎖線で示すように、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液の
噴射が終了してから予め定められた一定時間Ｔｂが経過した後に、ワイパの作動を開始す
るようにしてもよい。
【００４７】
　また、本実施の形態では、車両のエンジンフード等に設けたノズルからウォッシャ液を
噴射するウォッシャ装置と連動可能な一般的なワイパ装置をワイパ・ウォッシャ制御装置
１０の制御対象として説明したが、これに限るものではなく、ウォッシャ液を噴射するノ
ズルをワイパアームに設けたワイパ装置を制御対象としてもよい。
【００４８】
　ここで、ウォッシャ液を噴射するノズルをワイパアームに設けたワイパ装置を制御対象
した場合を変形例として説明する。図６は、変形例のワイパ・ウォッシャ制御装置の制御
対象となるワイパ装置の概略構成を示す平面図である。
【００４９】
　図６に示すように、ワイパアーム３０の先端部付近に、第１メインノズル２４及び第２
メインノズル２６と、が設けられており、各ノズルからウォッシャ液の噴射が可能とされ
ている。
【００５０】
　このようなワイパ装置を適用した場合に、２つのノズルから選択的にウォッシャ液を噴
射するには、ウォッシャポンプ１４を２つのノズルの各々に対応して設けることにより、
２つのノズルから選択的にウォッシャ液を噴射することができる。或いは、単一のウォッ
シャポンプを用いてモータの回転方向を切替えることにより噴射されるノズルを択一的に
切替える構成のウォッシャポンプに設けるようにしてもよい。
【００５１】
　上記変形例では、ウォッシャスイッチ１８が操作されたときに、図７（Ａ）に示すよう
に、ウォッシャ液を第１メインノズル２４から噴射を開始して遅延時間ｔ経過後に、ワイ
パアーム３０を回動開始するようにコントローラ１６がウォッシャポンプ１４及びワイパ
モータ１２の駆動を制御する。このとき、ワイパアーム３０が上反転方向（図６（Ａ）の
矢印Ａ方向）へ回動を開始する際に、遅延時間ｔを環境温度に応じて変更してワイパアー
ム３０の回動を開始するようにコントローラ１６がウォッシャポンプ１４の駆動を制御す
る。例えば、図７（Ｂ）に示すように、低温の場合に遅延時間を０．８秒、常温の場合に
遅延時間を０．５秒、高温（高湿）の場合に遅延時間を０．２秒に設定する。これにより
、環境温度に応じて設定された噴射量のウォッシャ液を第１メインノズル２４から噴射し
てからワイパを作動させることができる。
【００５２】
　また、ワイパアーム３０が上反転位置で反転して下反転位置方向（図６（Ｂ）の矢印Ｂ
方向）へ回動する際には、第２メインノズル２６からウォッシャ液を噴射するようにコン
トローラ１６がウォッシャポンプ１４の駆動を制御する。なお、第２メインノズル２６か
らウォッシャ液を噴射する噴射量も環境温度に応じて変更するようにしてもよい。
【００５３】
　このようにしても環境温度に応じた最適な液量のウォッシャ液を噴射してからワイパに
よるスムーズな払拭が可能となる。
【００５４】
　なお、変形例では、図７（Ａ）に示すように、環境温度に応じた噴射量のウォッシャ液
が噴射された後も一定時間経過或いは所定量のウォッシャ液が噴射されるまでウォッシャ
液の噴射が継続される例を示すが、上記の実施の形態と同様に、環境温度に応じた噴射量
のウォッシャ液を噴射したところでウォッシャ液の噴射を停止するようにしてもよい。す
なわち、図２に示すように、温度に応じた噴射時間のウォッシャ液の噴射が終了してから
ワイパアーム３０の回動を開始するようにしてもよいし、図４に示すように、環境温度に
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応じた噴射圧で所定時間のウォッシャ液の噴射が終了してからワイパアーム３０の回動を
開始するようにしてもよい。これにより上記の実施の形態と同様に、ウォッシャ液を節約
することが可能となる。
【００５５】
　また、逆に上記の実施の形態は、図７に示した変形例のように、ウォッシャ液の噴射量
自体は一定として、ウォッシャ液の噴射開始からワイパアーム３０の回動開始までの噴射
量を環境温度に応じて変更するようにしてもよい。このようにすることで、ウォッシャ液
の節約はできないが、環境温度に応じた最適な液量のウォッシャ液を噴射してからワイパ
によるスムーズな払拭は可能となる。
【００５６】
　また、上記の実施の形態及び変形例では、環境温度に応じてウォッシャ液の噴射量を決
定するようにしたが、これに限るものではなく、環境湿度を更に考慮するようにしてもよ
い。例えば、更に環境湿度に応じたウォッシャ液の噴射量を予め定めて、環境温度及び環
境湿度に応じた噴射量のウォッシャ液、すなわち、環境温度と環境湿度の両方が考慮され
た最適なウォッシャ液の噴射量を噴射するようにしてもよい。
【００５７】
　また、上記の実施の形態では、環境温度として外気温を温度センサ２０によって検出す
るようにしたが、ウインドシールドガラスの温度を環境温度として検出するようにしても
よい。
【００５８】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでな
く、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であるこ
とは勿論である。
【符号の説明】
【００５９】
１０・・・ワイパ・ウォッシャ制御装置、１２・・・ワイパモータ、１４・・・ウォッシ
ャポンプ、１６・・・コントローラ、１８・・・ウォッシャスイッチ、２０・・・温度セ
ンサ、２２・・・湿度センサ、３０・・・ワイパアーム
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